
よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態

ａに至らない状況、多くの施設・事業所の状態、「ａ」に向けた取組の余地がある状態

ｂ以上の取組みとなることを期待する状態

※　最低基準を満たしていることを前提

評価対象 Ａ － 1 利用者の尊重と権利擁護

Ａ － 1 － （ 1 ） 自己決定の尊重

① ａ ・ ｂ ・ ｃ利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行っている。

判断水準

「ａ評価」

「ｂ評価」

「ｃ評価」

コメント第三者評価結果

評価細目の第三者評価結果（障害者・児福祉サービス）【内容評価基準】

　生活介護、就労継続支援Ｂ型については、日中活動の
内容について、利用者の意思を確認して自己決定できる
ように支援している。言葉によるコミュニケーションが困難
な利用者が多いため、意思確認を行う上でカード等を使
い、視覚的な情報を取り入れる工夫を行っている。
　また、障害の特性上、個別の話し合いはできても、集団
での話し合いの場を持つ事が困難な利用者が多いため、
定期的に利用者と集団の場で話し合う場を設けることは
難しい現状にある。
　権利擁護について、生活介護、施設入所では、日々の
支援において権利侵害につながる行為を行っていない
か、また合理的配慮に基づいた支援を行っているか毎朝
ミーティングで確認をしている。就労継続支援Ｂ型に関し
ては、ミーティングの内容について、業務的な内容に偏り
がちな面が見受けられた。



Ａ － 1 － （ 2 ） 権利侵害の防止等

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

評価対象 Ａ － 2 生活支援

Ａ － 2 － （ 1 ） 支援の基本

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

　利用者本人のできること、望むことなどを見極めながら、
複数の担当者の目で見守り、個別支援計画に基づいた支
援を行っている。
　生活介護では、自律・自立生活のための動機付けとし
て、プログラムに参加する利用者の意識を大切にしてい
る。日常生活動作の支援においては自立して行えるように
支援を行っている。
　また、就労継続支援Ｂ型では、作業中の声かけを丁寧に
行うことで作業に取り組む動機付けに結びつけている。

コメント

利用者の権利侵害の防止等に関する取組が徹底されている。

第三者評価結果

第三者評価結果 コメント

　「虐待防止マニュアル」「身体拘束マニュアル」の作成、
「虐待防止委員会」の設置がなされている。
　今後の課題として、権利侵害の防止に関する利用者へ
の周知は、利用者が理解できる内容を理解できる方法で
伝えていくことが必要である。また、権利侵害の意識を高
めていくために、職員が気づきについて書きとめ、話し合う
習慣を徹底させる必要がある。
　権利侵害が発生した場合の再発防止のために、何が権
利侵害とみなされるのかと言うことに対して明確な基準を
定め取り組むことが期待される。

利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。



② ａ ・ ｂ ・ ｃ

③ ａ ・ ｂ ・ ｃ

④ ａ ・ ｂ ・ ｃ

　障害の特性上、言葉で表現することの困難な利用者が
多いため、コミュニケーションを取る際、職員は利用者の
行動や表情を注意深く読み取り、コミュニケーションを取
る。
　また、利用者に対して理解の程度に合わせて様々な方
法を用いて伝える工夫を行っている。複数のコミュニケー
ション手段を利用者の理解できる方法に応じて使い分け
ている点は非常に評価できる。

　職員は利用者との個別の話し合いの場を月1回は持ち、
他にも利用者からの要望があれば、それに対して随時相
談に取り組んでいる。
　就労継続支援Ｂ型では「意思決定支援ガイドライン」を活
用している。
　相談内容は毎月支援部会議やミーティング終礼等で情
報共有している。相談内容は個別支援計画に反映されて
いる。

　生活介護においては、個別支援計画に基づき日中の生
活を「生活リハビリ」を4パターンに分類し利用者にその日
ごとに選択させている。集団プログラムは毎日メニューが
考案され、集団に苦手な人への配慮、利用者の身体状
況、年齢幅、活動量の差等考慮したうえでのプログラムの
考案がなされていた。
　就労継続支援Ｂ型においては利用者旅行の計画や余暇
活動のプログラム、県のスポーツ大会への参加等がなさ
れていた。

利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段の確保と必要な支援を行っている。

個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行っている。

利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切に行っている。



⑤ ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ － 2 － （ 2 ） 日常的な生活支援

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

　行動障害についての取り組みにおいては「支援計画シー
ト」を用いて「強度行動障害」の研修を受けた職員が中心
となって、利用者にかかわる職員の意見を集約し、丁寧な
アセスメントに基づいて支援計画を立てていることが支援
計画、実施記録、モニタリング等から確認することができ
た。
　職員は法人主催の研修や県の研修等に参加し障害に
関する専門知識の習得に努め、支援の向上につなげてい
る。また新規採用者研修を令和2年度から行っており新人
に対し障害の特性や倫理的な心構えを丁寧に研修させて
いる。今後、中堅職員等に関しても同様の研修体制が望
まれる。

　昼食は法人の運営する「キッチンクラブおしみず」「ライフ
クリエイトかほく」のおかずや弁当を活用する。入所施設
の厨房では、朝食・夕食は直接調理がなされている。個別
支援計画に基づいて体調に合わせて食品選びや咀嚼状
況に応じた調理方法が選択され、減塩食、高脂血症や糖
尿病等の体調に合わせた食事作りが栄養士による栄養
管理によって行われている。就労継続支援Ｂ型において
は食事に関する嗜好調査が行われておらず、今後の取り
組みが期待される。
　移動・移乗等の支援に関しては県リハビリテーションセン
ターが施設に出張し利用者の個別の体力測定や転倒リス
ク等を測定し、それに応じたリハビリの方法や環境調整な
どの指導を行っており、それに基づき個別支援計画が立
てられている。入浴中の介助方法に特別に配慮の必要な
人に対しては写真付きの個人別のマニュアルが作成され
ている。

利用者の障害の状況に応じた適切な支援を行っている。

個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行っている。

第三者評価結果 コメント



Ａ － 2 － （ 3 ） 生活環境

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ － 2 － （ 4 ） 機能訓練・生活訓練

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

　入所施設の居室は1人部屋もしくは2人部屋である。2人
部屋は利用者同士の相性、関係性、生活パターンを配慮
して決めている。居室の一部に利用者の選んだ家具やプ
ライベートの活動に取り組むことのできる大きなデスクが
設置されている部屋もあった。共同スペースである食堂に
は掲示物が貼られており季節感や明るい雰囲気を醸し出
す工夫がなされていた。入浴環境は機械浴を設置せず、
福祉用具を活用して介助が行われていた。
　一方で、就労継続支援Ｂ型においては休憩場所が体育
館であるため温度調整が難しく休憩スペースが十分に取
れていない。入浴環境に関しては今後高齢化に向けた配
慮が課題となる。入所施設の居室環境においては2人部
屋の場合部屋の中に仕切りが設けられておらず、プライ
ベートの空間の確保が十分ではない。ただ、事業計画の
中には、法人事業所の建物改築、修理・修繕が短期計画
として盛り込まれており、今後の取り組みが期待される。

　県リハビリテーションセンターに協力を依頼し、利用者
個々の障害の状況に応じた機能訓練プログラムを作成し
ている。
　日中の活動に関して、生活介護においては生活リハビ
リ、リハビリ体操、レクリエーションと本人に応じたプログラ
ムが複数用意されており、本人がそれを選択できる仕組
みがある。
　就労継続支援B型においては、特に定められた機能訓
練プログラムは無い。今後、就労継続支援B型においても
機能訓練プログラムを作成することが望ましい。

利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境が確保されている。

利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を行っている。

コメント

第三者評価結果 コメント

第三者評価結果



Ａ － 2 － （ 5 ） 健康管理・医療的な支援

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

② ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ － 2 － （ 6 ） 社会参加、学習支援

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

　日中の通院は基本的に看護師が行っている。利用者の
健康状態には、「ミーティングファイル」「保健日誌」等に記
載され、職員が情報共有できる仕組みが確立している。
　内科や精神科等、連携を取れる医療機関が地域内にあ
るため、体調変調時等には、すぐに職員が通院介助をし
ている。ただ、マニュアルはない。利用者の体調変化時に
おける対応の手順をマニュアル化することや、就労継続支
援Ｂ型においても、実践的な対応や緊急時の対応法につ
いて個別的な指導を行うことが望まれる。

　生活介護、入所施設においては服薬の管理等について
は看護師による管理がなされている。
　就労継続支援Ｂ型においては生活支援員による管理が
なされている。
　医療的な支援の実施についての考え方、および医療的
支援における管理者の責任が明確に定められている。今
後さらに、 職員研修や職員の個別指導等において医療的
な支援を学ぶ場を設けることが望ましい。

　生活介護においては、地域に買い物やドライブに出かけ
ている。また、公共交通機関を使って自宅に帰るための方
法を練習している。学習支援に関しては、現在希望者がい
ないということもあり実施されていない。
　就労継続支援Ｂ型においては、社会参加や学習支援は
行われていない。利用者の好きな体験を地域で行うことが
できる機会を確保していくことや、利用者の社会参加や学
習へのニーズがどのようなところにあるのかをアセスメント
する工夫が求められる。

利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応等を適切に行っている。

医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提供されている。

利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のための支援を行っている。

第三者評価結果 コメント

第三者評価結果 コメント



Ａ － 2 － （ 7 ） 地域生活への移行と地域生活の支援

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

Ａ － 2 － （ 8 ） 家族等との連携・交流と家族支援

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

　地域との関わりは、施設側から田んぼの米作りや稲刈り
などの体験を小学校の子供に教えるなどの工夫を行った
り、就労移行支援就労継続支援Ｂ型においては施設内外
の就労等において地域の人たちとの連携や協力を得なが
ら支援を行うなどの場面において確認できる。利用者の地
域生活の拠点は法人の運営するグループホームでの生
活や入所施設を主体としている。 実際には最近グループ
ホームへの移行ケースや、独立した地域生活への移行が
ほとんどない。今後の課題としては地域生活への移行の
ケースの実績や経験を積み上げていくことが必要であると
思われる。

利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地域生活のための支援
を行っている。

利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行っている。

第三者評価結果 コメント

　施設入所においては、帰省をするときには、日々の生活
状況の報告や、帰省時の対応についてのアドバイスを記
載した「帰省連絡ファイル」を用いて家族へ情報を提供し
ている。また、生活状況に関して、家族への電話連絡は随
時行い、家族の会での報告も定期的に行っている。
　就労継続支援Ｂ型においては、仕事の取り組み状況を
中心に連絡を行っているが定期的には行われていなかっ
た。
　利用者の体調不良や急変時における家族への連絡方
法については、運営規程や重要事項説明書に記載されて
おり、その方法に基づいて報告がなされている。

第三者評価結果 コメント



評価対象 Ａ － 3 発達支援

Ａ － 3 － （ 1 ） 発達支援

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

評価対象 Ａ － 4 就労支援

Ａ － 4 － （ 1 ） 就労支援

① ａ ・ ｂ ・ ｃ

　アセスメントにて課題を抽出し現場の実践の状況を見な
がら、利用者の能力に応じた仕事を検討し提供している。
現場では作業内容の他に仕事上のマナーや人間関係の
在り方などを繰り返し指導する。本人の作業能力に課題
のあるところは個別支援計画に盛り込み、計画に基づき
重点的に取り組んでいる。仕事上のトラブルがあった場
合、話し合いの場を設け、利用者と共に対応方法を検討し
ている。
　地域企業との連携においては、就労継続支援Ｂ型の施
設外就労にて企業と交わす「売買契約書」「業務委託契約
書」において、利用者の可能な仕事内容や仕事量を企業
側に明確に示し、利用者が過酷な労働にならないようにし
ている。作業意欲を向上させるために作業評価を取り入
れて、工賃の支給を行っている。

利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行っている。

コメント第三者評価結果

第三者評価結果 コメント

子どもの障害の状況や発達過程等に応じた発達支援を行っている。



② ａ ・ ｂ ・ ｃ

③ ａ ・ ｂ ・ ｃ

　生活介護においては、作業手当金の評価を作業の評価
と意欲で評価している。就労継続支援Ｂ型においては、作
業評価を「作業工賃支給規程」で定めた評価基準に基づ
き項目別・段階別評価を行い、評価を時給に反映してい
る。評価内容は給与明細に記載されており、利用者が次
に取り組むべき課題を把握しやすい仕組み作りを行って
いる。
　収益が発生した際は、「精勤手当」として利用者に還元し
支給している。また、職員が利用者と共に作業場の動線
の確保、作業場の整理整頓を一緒に行い環境整備や安
全衛生の確保に取り組んでいる。ただ、作業の工程や計
画は、主に職員が定めているため、利用者の能力を勘案
しながらともに取り組める工夫が期待される。

　地域における施設外就労の職場開拓は常に取り組んで
いる。就労し退所した利用者に対しては、就職先との連携
や引継ぎを行い、退所後の相談に乗っている。必要に応
じ、利用者が就労先を離職した場合にも受け入れの支援
を行っている。
　今後の課題として、障害者就業・生活支援センターやハ
ローワーク等の外部機関と連携しながら、企業に対して
「合理的配慮」を促進する働きかけを、定期的に行う行うこ
とが望ましい。

職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫を行っている。

利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組と配慮を行っている。


